
昭
和
三
〇
年
代
後
半
の
甲
府
市
財
政
の
推
移

昭
和
三
二
年
に
地
方
自
治
法
が
施
行
さ
れ
、
地
方
行
政
組
織
は

「地
方
自
治

の
本
旨
」
に
も
と
づ
い
て
整
備
さ
れ
た
。
地
方
自
治
制
度
は
、
首
長
等
の
公
選

な
ど
で
、
民
主
化
は
す
す
め
ら
れ
て
来
た
が
、
そ
の
根
底
を
な
す
地
方
財
政
制

度
は
、
地
方
行
政
組
織
に
応
じ
た
形
で
は
整
備
さ
れ
ず
、
依
然
と
し
て
中
央
集

権
的
傾
向
が
強
か
っ
た
。
昭
和
二
四
年
度
の
ド
ッ
ジ
ラ
イ
ン
に
よ
る
国

・
地
方

の
均
衡
予
算
で
、
地
方
配
付
税
が
半
減
さ
れ
、　
一
方
、
地
方
税
法
の
改
正
で
、

住
民
税
、
地
租
、
家
屋
税
の
増
税
等
に
よ
り
そ
の
補
壊
を
行

っ
て
も
到
底
、
地

方
行
政
が
行

っ
て
い
る
戦
災
復
興
な
ど
の
財
政
需
要
に
応
え
ら
れ
る
も
の
で
は

な
か
っ
た
。
昭
和
三
四
年
二
月
に
は
、
公
選
市
長
三
代
目
の
山
本
達
雄
市
長
が

選
ば
れ
、
戦
後
四
年
を
経
て
、
市
域
の
七
〇
％
以
上
を
焼
失
し
た
戦
災
か
ら

一

応
の
復
興
を
み
て
、
丁
度
、
市
制
施
行
六
〇
周
年
を
迎
え
、
戦
災
復
興
を
祝

い
、
市
制
祭
を
中
心
に
市
内
は
大
い
に
賑
わ
っ
た
。
昭
和
二
四
年
度
の
甲
府
市

の
財
政
は
、
そ
の
決
算
を
み
る
と
、　
一
般
会
計
で
は
収
支
の
バ
ラ
ン
ス
を
確
保

し
た
が
、
市
税
を
中
心
と
し
て
賄
う
普
通
会
計
に
含
ま
れ
る
特
別
会
計
都
市
建

設
費
で
は
、
市
債
の
確
保
が
未
確
定
の
ま
ま
、
事
業
を
進
め
て
生
じ
た
二
三
年

度
の
赤
字
の
繰
上
充
用
等
の
た
め
赤
字
を
生
じ
て
い
る
が
、　
一
般
会
計
と
都
市

建
設
費
と
を
合
算
し
た
普
通
会
計
と
し
て
は
、
剰
余
を
生
じ
て
い
た
。

し
か

し
、
二
五
年
度
か
ら
は
、
シ
ャ
ー
プ
勧
告
に
よ
る
地
方
税
制
度
の
改
正
や
き
び

荻

原

克

己

し
い
国
の
金
融
財
政
政
策
の
中
で
、
戦
災
と
生
産
力
の
激
減
に
よ
る
収
入
源
の

喪
失
、
イ
ン
フ
レ
に
よ
る
人
件
費
、
物
件
費
の
激
増
の
一
方
、
戦
災
復
興
、
食

糧
増
産
、
供
出
、
六
三
制
の
教
育
施
設
の
整
備
、
戦
災
住
宅
の
移
転
、
住
宅
の

整
備
、
自
治
体
警
察
を
は
じ
め
と
す
る
新
し
い
財
政
需
要
に
応
え
る
財
政
運
営

で
は
、
逐
年
、
財
政
赤
字
は
増
嵩
し
て
い
っ
た
。
戦
後
の
甲
府
市
の
財
政
運
営

の
苦
脳
の
昭
和
三
〇
年
代
後
半
の
姿
を
、
決
算
書
を
中
心
に
眺
め
て
み
る
。

一　
市
　
　
　
税

戦
後
の
地
方
行
政
の
前
述
の
よ
う
な
拡
大
に
応
じ
、
国
は
二
一
年
九
月
以

降
、
シ
ャ
ー
プ
勧
告
の
税
制
改
正
が
行
わ
れ
る
ま
で
、
数
次

の
税
制

の
改
正

を
行

っ
た
。
こ
れ
ら
の
改
正
と
イ
ン
フ
レ
の
昂
進
に
よ

っ
て
、
地
方
税
収
入

（地
方
分
与
税
を
除
く
）
は
二
一
年
度
三
九
億
二
八
〇
〇
万
円
か
ら
、
二
四
年
度

一
四
二
四
億
四
一
〇
〇
万
円

へ
、
実
に
三
六
倍
に
も
な
り
、
地
方
歳
入
に
お
け

る
比
重
も

一
三
％
か
ら
三
四
％

へ
と
た
か
ま
っ
た
。
甲
府
市
に
お
い
て
も
、
市

税
は
、
二
一
年
度
四
〇
九
万
円
か
ら
、
二
四
年
度

一
億
四
〇
九
六
万
円
と
三
　
・
四

倍
と
な
り
、
歳
入
に
お
け
る
比
率
も

一
三
％
か
ら
四
四
％
と
た
か
ま

っ
て
い

る
。
し
か
し
な
が
ら
、
二
四
年
度
の
税
目
を
み
る
と
県
税
附
加
税
が

一
億

一
六

四
四
万
円
八
二
・
六
％
を
占
め
、
独
立
税
は
三
二
六
三
万
円

一
六
％
と
自
主
性



第 1表 市 税 の 推 移       (単 位 :千円)

年度 予算額(め 調定額⑮ 収入額lCl
徴収率
lc1/④ la1/1bl lCl一 lal 隆宅習目

155,217

217,195

255,398

325,206

375,453

431,657

511,133

190,773

227,041

277,327

330,885

392,836

447,922

522,148

140,964

163,107

197,993

219,416

263,284

315,671

373,515

71.3

9紫

70。 4

95,7

95.5

.5紫

(注)1.24年度には地方配付税を含まない。
2.千円未満は四捨五入してあるЬ

第 2表 昭和24年度及び昭和30年度の主な市税税目  (単位 :千円)

昭  和  24  年  度 昭 和 30年 度

税 目 収 入 済額 税 目 収入 済額

税 附 加 税

地 租 附 加 税

家 屋 税 附 加 税

事 業 税 附 加 税

特別事業税附加税

入 場 税 附 加 税

酒 消 費税 附 加 税

電気ガス税附加税

自動 車 税 附加 税

電話加入権税附加税

電 柱 税 附 加 税

不動産取得税附加税

遊興飲食税附加税

税

税

『

税

税

税

『

蜘

税

嘲

民

　

畜

車
　
　
　
宅
　
　
計

転

市

自

屠

荷

犬

4,516

3,622

26,988

1,270

53,629

2,986

4,407

3,479

1,909

459

2,814

9,889

15,596

3,100

1,459

431

452

442

460

1,311

税

税

税

税

税

税

税

税

税

税

市

固

自

市

電

木

入

大

扇

ミ

旧 法 に よ る 税

150,319

135,715

6,773

41,051

34,955

489

1,387

1,081

231

624

940

―-122-―



の
乏
し
い
も
の
で
あ
っ
た
。
二
五
年
シ
ャ
ー
プ
勧
告
に
よ
る
地
方
税
法
の
改
正

が
七
月
三

一
日
に
国
会
で
成
立
し
、
八
月

一
日
か
ら
公
布
施
行
さ
れ
た
。
甲
府

市
で
は
八
月
二
六
日
市
税
条
例
を
制
定
し
た
。
税
制
改
正
が
お
く
れ
て
上
半
期

の
税
収
入
は
空
白
に
な
り
、
財
政
運
営
が
難
し
か
っ
た
。
し
か
も
、
こ
の
改
正

に
よ
っ
て
の
市
税
の
伸
長
率
は
低
か
っ
た
。
税
制
改
正
に
よ
り
、
固
定
資
産
の

土
地

・
家
屋
の
評
価
を
新
し
い
方
式
で
行
い
、
二
六
年
度
に
は
、
市
民
税
の
法

人
税
割
の
新
設
、
給
与
所
得
市
民
税
の
源
泉
徴
収
制
採
用
、
二
九
年
度
は
た
ば

こ
消
費
税
の
新
設
、
三
〇
年
度
の
住
民
税
の
引
上
げ
、
固
定
資
産
評
価
の
三
年

ご
と
の
改
定
な
ど
に
よ
り
、
市
税
は
第
１
表
に
示
す
よ
う
に
伸
長
し
て
来
て
い

る
が
、
財
政
需
要
を
賄
う
に
充
分
で
は
な
か
っ
た
。
予
算
計
上
の
市
税
の
額
の

調
定
額
と
の
割
合
を
み
る
と
、
二
四
年
度
八

一
。
三
％
か
ら
二
五
年
度
九
五

・

七
％
と
毎
年
九
〇
％
を
こ
え
る
予
算
化
を
し
て
お
り
、
調
定
額
に
対
す
る
収
入

割
合
を
示
す
徴
収
率
が
七
〇
％
前
後
で
あ
る
の
を
み
る
と
、
財
政
需
要
に
応
ず

る
た
め
、
如
何
に
苦
し
い
予
算
編
成
を
し
て
い
た
か
が
う
か
が
え
る
。

二
四
年
度
の
市
税
の
税
日
と
そ
の
収
入
済
額
と
、
三
〇
年
度
の
市
税
の
税
日

と
を
比
較
す
る
と
、
シ
ャ
ー
プ
勧
告
後
の
直
接
税
中
心
の
姿
が
、
現
在
ま
で
つ

づ
い
て
い
る
。

二
　
地
方
配
付
税
、
地
方
財
政
平
衡
交
付
金
及
び
地
方
交
付
税

二
三
年
七
月
に
制
定
さ
れ
た
地
方
配
付
税
は
、
所
得
税
と
法
人
税
の
一
〇
〇

分
の
三
三

。
一
四
と
し
、
配
付
税
総
額
の
割
振
り
を
、
道
府
県
、
市
町
村
と
も

一
〇
〇
分
の
五
〇
ず
つ
に
改
め
、
地
方
税
収
の
主
柱
と
し
て
、
各
地
方
自
治
体

の
担
税
力
と
財
政
需
要
に
即
応
す
る
対
応
が
な
さ
れ
た
。
し
か
し
、
三
四
年
度

の
地
方
配
付
税
は
、
ド
ッ
ジ
プ
ラ
ン
の
国

・
地
方
を
通
ず
る
総
合
予
算
の
収
支

均
衡
と
経
費
の
削
減
の
た
め
、
配
付
税
の
繰
入
率
を

一
〇
〇
分
の
三
三

・
一
四

か
ら

一
〇
〇
分
の
一
六

。
二
九

に
半
減
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
な

中
で
、
甲
府
市
の
地
方
配
付
税

は
、
二
四
年
度
四
五
二
四
万
円

と
な
り
、
市
税
と
併
せ
て

一
億

八
六
二
〇
万
円
で
、
歳
入
の
五

八

・
八
％
を
占
め
る
に
到

っ
て

い
る
。
二
五
年
度
に
は
シ
ヤ
ー

プ
勧
告
に
よ
っ
て
、
地
方
財
政

平
衡
交
付
金
制
度
が
創
設
さ

れ
、
「国
は
、
財
政
需
要
額
が
、

財
政
収
入
額
を
こ
え
る
場
合
、

そ
の
超
過
額
を
補
て
ん
す
る
た

め
に
必
要
か
つ
充
分
な
額
を
、

地
方
財
政
平
衡
交
付
金
と
し
て

国
の
予
算
に
計
上
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
」
と
規
定
し
た
。
配

付
税
の
よ
う
に
、
国

の
所
得

税
、
法
人
税
の
一
定
割
合
を
地

方

へ
配
分
す
る
の
で
な
く
、
下

か
ら
積
上
方
式
に
よ
る
総
額
の

算
定
と
配
分
、
地
方
自
治
体
の

財
政
需
要
と
財
政
収
入
の
客
観

的
な
算
出
方
法
、
地
方
薄
政
委

員
会
に
よ
る
運
営
な
ど
、
優
れ

45,242

45,780

68,853

85,526

105,260

41,804

63,600

1.2

50.4

24.2

23.1

△60.3

地 方 配 付 税

地方財政平衡交付金

″
　　
夕
　
一金（　
〃

方地

第 3表 地方配付税,地方財政平衡交付金,地方交付税の推移等

率
の
長
⑧
伸

税
③
市
和
と
の
④
と

云
入
辟

理
峯旗
命

盲
計
繕

率長伸④額金称名年
度

186,207

208,888

266,846

304,942

368,544

357,475

437,115

―― 1   58.8

12.2 1   57.5

27.7 1   59.7

14.3 1   63.5

20,9 1   60.2

△3.1 1  56.4

22.2 1   71.3



た
機
能
を
備
え
、
財
政
上
の
地
方
自
治
を
伸
展
さ
せ
、
地
域
住
民
の
行
政

へ
の

要
求
を
反
映
し
、
低
い
行
政
水
準
を
引
上
げ
ら
れ
る
機
構
を
備
え
て
い
た
。
し

か
し
、
こ
の
理
想
的
な
制
度
も
、
国
の
財
政
政
策
と
マ
ッ
チ
せ
ず
、
そ
の
機
能

は
変
質
さ
れ
て
、
講
和
条
約
後
の
国
内
の
制
度
改
革
に
あ
わ
せ
て
、
二
九
年
に

地
方
交
付
税
制
度

へ
と
改
正
さ
れ
て
い
っ
た
。

地
方
交
付
税
制
度
は
、
そ
の
総
額
を
所
得
税
、
法
人
税
及
び
酒
税
の
一
定
割

合
と
し
た
も
の
で
、
国
の
財
政
緊
縮
政
策
の
も
と
で
、
平
衡
交
付
金
の
総
額
確

保
の
美
名
の
下
に
、
特
定
の
国
税
収
入
の
一
定
率
に
拘
束
さ
れ
な
い
平
衡
交
付

金
の
重
要
性
は
や
ぶ
ら
れ
て
し
ま
っ
た
。

昭
和
三
〇
年
代
後
半
で
、
地
方
配
付
税
、
地
方
財
政
平
衡
交
付
金
、
そ
し
て

地
方
交
付
税
と
変

っ
て
い
っ
た
姿
は
第
３
表
の
通
り
で
あ
る
。

年
度
の
推
移
で
は
伸
び
率
は
大
き
く
波
う

っ
て
い
る
が
、
地
方
財
政
平
衡
交

付
金
と
し
て
は
、
二
六
年
度
で

一
応
の
安
定
を
み
て
お
り
、
歳
入
に
お
け
る
構

成
比
も
高
く
な

っ
て
お
り
、
そ
の
役
割
も
大
き
い
。
し
か
し
、
地
方
交
付
税
制

度
に
な

っ
て
、
大
巾
に
減
少
し
て
お
り
、
市
税
の
伸
長
の
鈍
化
に
あ
わ
せ
て
、

狭
義
の
一
般
財
源
で
あ
る
市
税
と
地
方
交
付
税
の
和
に
到

っ
て
は
、
前
年
度
を

減
少
す
る
程
、
経
済
状
況
も
悪
化
し
、
又
、
国
の
財
政
緊
縮
の
影
響
を
そ
の
ま

ま
う
け
て
圧
縮
さ
せ
ら
れ
て
い
る
。

地
方
交
付
税
特
別
会
計

へ
の
、
国
税
三
税
の
繰
入
れ
率
は
、
二
九
年
度
三
二

％
か
ら
順
次
増
加
し
、
四

一
年
度
に
は
三
二
％
と
な
っ
て
、
現
在
に
到

っ
て
い

る
。
地
方
行
政
の
拡
大
、
機
関
委
託
事
務
の
増
加
等
か
ら
み
る
と
、
こ
の
よ
う

な
総
額
を
国
税
三
税
の
一
定
割
合
に
お
く
こ
と
は
、
そ
の
行
政
の
実
態
か
ら
、

か
い
離
し
て
い
く
こ
と
で
あ
り
、　
一
方
、
そ
の
配
分
の
基
礎
と
な
る
基
準
財
政

需
要
額
に
は
、
各
年
の
国
の
政
策
に
よ
っ
て
大
き
く
手
を
加
え
ら
れ
、
ま
す
ま

す
、
国
庫
補
助
金
的
性
格
を
強
く
し
て
来
て
い
る
。

〓
一　
市

市
債
は
投
資
的
経
費
の
財
源
と
し
て
、
そ
の
相
関
性
を
持
つ
も
の
で
あ
る
の

で
、
戦
災
復
興
、
住
宅
建
設
、
学
校
整
備
等
の
投
資
的
経
費
の
伸
長
に
関
連
し

て
い
る
が
、
第
４
表
に
示
す
よ
う
に
投
資
的
経
費
は
、
こ
れ
に
投
入
す
る

一
般
一

財
源
が
少
な
く
な

っ
て
、
殆
ん
ど
二
五
年
度
か
ら
伸
長
し
て
い
な
い
。　
一
方
、
一

第
５
表
に
示
す
よ
う
に
日
銀
卸
売
物
価
指
数
は
、
二
五
年
か
ら
二
六
年
と
大
巾
一

に
増
加
し
て
、
そ
の
実
質
的
な
内
容
は
す
っ
か
り
減
少
し
て
い
る
有
様
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
な
投
資
的
経
費
の
推
移
か
ら
、
市
債
の
額
も
大
き
く
は
変

っ
て
一

い
な
い
。
投
資
的
経
費
の
内
容
に
よ
っ
て
、
起
債
の
充
当
の
ち
が
い
に
よ
る
差
一

と
考
え
ら
れ
る
。
投
資
の
減
少
は
、
市
民
の
行
政
需
要
に
応
え
ら
れ
ず
行
政
に

活
性
を
欠
か
し
め
る
の
み
な
ら
ず
、
過
去
の
市
債
の
元
利
償
還
に
充
当
す
る
公

債
費
は
累
増
の
た
め
、
三
〇
年
度
に
は
、
市
債
の
借
入
額
を
上
廻
る
公
債
費
と

な
っ
て
来
て
い
る
。

第 4表 投資的経費と市債 。
公債費の推移

28,555

37,894

〇 公債費は一時借入金利子を含まない

第 5表 日銀卸売物価指数

昭和23年

24年

25年

26年

27年

28年

245。 4

290.2

402.7

410.5

416.2
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費
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,84513.8116,51514.2114,16712.9

22,078 1  3,9 1  29,556 1  4.2 1  33,726 1  4.5

一
般
会
計
と
特
別
会
計
都
市
建
設
費
と
の
純
計
し
た
普
通
会
計
に
よ
り
計
算
し
た
。

決
算
に
よ
る
金
額
は
千
円
未
満
は
四
捨
五
入
し
て
あ
る
。

――めい日‐―

第
7表
 
主
な
性
質
別
経
費
の
推
移
及
び
歳
入
歳
出
決
算
額
の
推
移
(普
通
会
計
)

233,692131.3
偲
フ
41"つ

71,720 1  9.6
73,7
70 1  8.9

26,375 1  3.8
51,8
91 1  6.3

“

4例
71

△
165,711

122,151 1 31.5
154,663 1 31.8

47,005 1  8。
3

31,390 1  8。
1

扶
 
助
  
費
1 26,269

4.0 1  19,765 1  4.1
債
 
費
1 10,08413.3

22.7 1 144,102 1 20.6 1 137,148 1 18.4 1 170,403
投
資
的
経
費

△
112,992

6,599 1      
△
 24,574 1      

△
 38,591

(注
)第
6表
と
同
じ
。



四

財

源

対

策

昭
和
二
四
年
に
は
戦
災
都
市
に
認
可
さ
れ
る
競
馬
事
業
を
行
い
、
財
源
確
保

を
は
か
る
た
め
、
競
馬
場
設
置
計
画
が
樹
て
ら
れ
た
が
、
市
民
の
反
対
で
中
止

さ
れ
、
二
五
年
に
は
、
二
十
人
町
の
旧
鐘
紡
跡
地
に
競
輪
場
設
置
計
画
が
発
表

さ
れ
、
二
六
年
に
は
許
可
申
請
の
提
出
ま
で
い
っ
た
が
、
市
民
の
反
対
で
結
論

が
得
ら
れ
な
い
で
、
二
八
年
に
就
任
し
た
鷹
野
啓
次
郎
市
長
に
到

っ
て
断
念
す

る
こ
と
と
な
っ
た
。
戦
災
都
市
と
し
て
競
輪
競
馬
事
業
を
行
い
、
こ
れ
に
よ
る

所
得
、
ギ
ャ
ン
ブ
ル
収
入
に
よ
っ
て
、
戦
災
復
興
を
促
進
さ
せ
た
都
市
が
多
い

が
、
甲
府
市
は
、
こ
の
よ
う
な
市
民
の
判
断
で
、
税
金
を
中
心
と
し
て
戦
災
か

ら
立
ち
上

っ
て
来
た
だ
け
に
、
そ
の
財
政
の
赤
字
も
大
き
か
っ
た
。

一
方
、
戦
災
に
伴
う
学
校
の
校
舎
の
復
旧
と
、
六
三
制
に
よ
る
校
舎
の
整
備

は
急
務
で
あ
っ
た
が
、
国
庫
補
助
金
の
補
助
わ
く
は
少
な
く
、
財
源
確
保
が
は

か
ら
れ
ず
、
い
わ
ゆ
る

「青
空
教
室
」
や
、
つ
め
こ
み
教
室
の
解
消
の
た
め
、

Ｐ
Ｔ
Ａ
が
中
心
と
な
っ
て
資
金
を
集
め
、
教
育
施
設
組
合
を
結
成
し
て
、
校
舎

を
建
設
し
、
後
年
、
市
費
で
分
割
払
で
こ
れ
を
買
収
し
て
い
く
方
式
が
と
ら
れ

た
。
三

一
年
度
に
ヤ
ミ
起
債
と
し
て
こ
れ
の
繰
上
償
還
の
手
当
が
さ
れ
、
こ
の

三

一
年
度
決
算
書
に
よ
る
と
、
貢
川
小
、
湯
四
小
、
相
生
小
、
北
中
、
東
中
、

南
中
、
西
中
、
商
業
高
、
女
子
高
と
市
内
の
各
校
に
わ
た
っ
て
、
こ
の
方
式
が

と
ら
れ
て
い
た
。

五
　
経
費
の
推
移

二
〇
年
後
半
の
目
的
別
経
費
を
み
る
と
、
二
四
年
度
、
二
五
年
度
は
住
宅
復

興
や
社
会
福
祉
等
で
社
会
及
び
労
働
施
設
費
が
高
い
構
成
比
を
示
し
て
い
た

が
、
逐
年
、
教
育
費
が
入
れ
か
わ
っ
て
お
り
、
行
政
の
ポ
イ
ン
ト
の
お
き
方
が

目
的
別
経
費
で
も
理
解
さ
れ
る
。
警
察
消
防
費
に
よ
っ
て
自
治
体
警
察
で
あ
る

市
警
察
が
二
九
年
七
月
に
廃
止
さ
れ
る
ま
で
、
市
の
経
費
の
中
で
は
大
き
な
構

成
比
を
占
め
て
い
た
。
特
に
財
政
状
況
に
よ

っ
て
、
投
資
的
経
費
の
構
成
の
大

き
い
土
木
費
は
大
き
く
変
動
し
て
お
り
、

二
〇
年
後
半
で
は
、
そ
の
構
成

比

は
、
著
し
く
低
下
し
て
い
る
。

次
に
、
性
質
別
経
費
を
み
る
と
、
人
件
費
が
三
〇
％
以
上
の
構
成
比
を
占
め

て
お
り
、
市
警
察
の
廃
上
で
三
〇
年
度
に
三
〇
％
を
割

っ
て
い
る
に
す
ぎ
な

い
。
財
政
状
況
の
悪
化
は
、　
一
般
財
源
を
市
債
、
国
庫
補
助
金
等
を
有
効
に
組

合
せ
て
の
財
政
運
営
を
、
前
年
度
の
赤
字
補
壊
の
た
め
、
有
効
な
運
用
が
で
き

ず
、
人
件
費
、
扶
助
費
、
公
債
費
と
い
っ
た
義
務
的
経
費
が
尚

一
層
負
担
に
な

っ
て
い
る
。

こ
の
こ
と
は
、
投
資
的
経
費
の
構
成
比
の
推
移
が
端
的
に
物
語
っ
て
い
る
。

二
四
年
度
は
三
〇
％
近
い
構
成
比
で
あ
っ
た
の
に
逐
年
減
少
し
、
二
九
年
度
に

は
二
〇
％
を
割
り
こ
む
に
到

っ
て
い
る
。　
一
方
、
公
債
費
は
、
先
に
述
べ
た
よ

う
に
市
債
の
債
入
額
は
増
加
し
て
い
な
い
の
に
逐
年
増
加
し
て
お
り
、
三
〇
年

度
は
、
二
四
年
度
の
三
倍
近
い
構
成
比
を
占
め
る
に
到

っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、

現
債
高
の
増
加
の
み
で
な
く
、
財
政
赤
字
が
、
財
政
運
営
の
資
金
繰
り
を
困
難

に
し
、　
一
時
借
入
金
の
こ
ろ
が
し
を
行

っ
て
い
る
た
め
、　
一
時
借
入
金
の
利
子

の
支
払
が
第
８
表
の
よ
う
に
激

増
し
た
か
ら
で
あ
る
。
特
に
二

八
年
度
か
ら
の
激
増
ぶ
り
は
、

資
金
繰
り
が
急
迫
し
て
い
る
姿

を
示
し
て
い
る
。

第 8表 一時借入

金利子
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工〈

財

政

再

建

昭
和
二
五
年
度
に
発
生
し
た
財
政
赤
字
は
、
逐
年
増
加
し
て
い
き
、
二
八
年

度
八
五
七
八
万
円
、
二
九
年
度

一
億

一
二
九
九
万
円
と
な
り
、
三
〇
年
度
に
は

一
億
六
五
七

一
万
円
に
達
し
た
。

財
政
の
急
迫
に
対
し
て
、
経
費
の
節
減
の
た
め
、
人
件
費
で
は
定
期
昇
給
の

停
止
や
、
昭
和
二
七
年

一
一
月
実
施
の
国
家
公
務
員
の
給
与
改
訂
に
準
じ
な
い

で
二
八
年

一
月
に
お
く
ら
せ
る
な
ど
の
処
置
を
と
る

一
方
、
イ
ン
フ
レ
や
、
当

時
の
社
会
状
勢
を
反
映
し
て
徴
収
率
の
低
い
市
税
に
つ
い
て
、
税
務
関
係
者
の

み
で
な
く
、
全
職
員
を
動
員
し
て
滞
納
の
徴
収
に
あ
た
っ
て
、
収
入
の
獲
得
に

努
力
し
て
い
た
。

し
か
し
、
こ
れ
ら
の
努
力
も
、
と
て
も
財
政
赤
字
を
く
い
と
め
る
こ
と
は
出

来
ず
、
雪
だ
る
ま
的
に
拡
大
す
る
だ
け
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
原
因
に
つ
い

て
、
藤
口
武
夫
教
授
は

『
現
代
日
本
地
方
財
政
史
』
で
、
国
家
財
政
が
戦
後
の

地
方
財
政
の
急
激
な
膨
張
に
対
し
て
賄
い
う
る
財
源
を
与
え
な
か
っ
た
こ
と
、

税
源
が
極
端
に
国
に
集
中
し
、
特
に
経
済
の
地
域
的
示
均
衡
に
よ
っ
て
、
貧
富

の
財
政
力
の
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
が
は
げ
し
く
な

っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
地
方
財

政
平
衡
交
付
金
、
地
方
交
付
税
が
、
国
の
財
政
の
つ
ご
う
で
た
え
ず
過
少
で
あ

っ
た
こ
と
を
基
本
的
原
因
と
し
て
い
る
。

特
に
、
本
市
に
お
い
て
も
、
端
的
に
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
シ
ヤ
ー
プ
勧
告

に
よ
っ
て
、
市
税
が
伸
長
し
な
か
っ
た
。
ま
た
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
市
警
察

経
費
や
、
社
会
福
祉
費
な
ど
、
国
の
法
令
、
施
策
に
基
づ
く
も
の
が
財
政
の
中

に
大
き
く
占
め
て
い
た
。
次
に
、
学
校
教
育
施
設
組
合
の
学
校
校
舎
建
設
に
み

ら
れ
る
よ
う
に
、
国
の
補
助
を
得
ら
れ
る
校
舎
建
設
が
、
現
場
の
実
態
に
即
応

し
た
形
で
実
施
さ
れ
な
い
財
政
構
造
の
た
め
、
い
わ
ゆ
る
、
Ｐ
Ｔ
Ａ
等
市
民
の

手
で
実
施
さ
れ
る
な
ど
の
、
多
額
の
施
越
工
事
が
行
な
わ
れ
た
。

さ
ら
に
、
歳
入
不
足
は
、　
一
時
借
入
金
で
補
填
を
し
て
賄
う
た
め
に
生
ず
る

そ
の
利
払
い
が
財
政
負
担
を
増
加
さ
せ
、
そ
の
焦
げ
つ
き
が
つ
づ
い
た
。
二
九

年
度
の
国
の
一
兆
円
予
算
の
実
施
に
と
も
な
う
金
融
引
締
め
政
策
に
よ
っ
て
更

韓
轄
暁
イ
脚
い
癬
ｎ
蒸
浄
郷
ギ
韓
呻
鰤
孝
ψ
弦
人
で
あ
る
横
浜
市
の
平
林
庫
造

こ
の
よ
う
な
地
方
財
政
の
危
機
に
対
し
て
、
国
で
は
二
八
年
前
後
か
ら
そ
の

再
建
策
に
つ
い
て
論
議
さ
れ
、
種
々
の
提
案
や
対
策
が
行
わ
れ
た
。

二
八
年

二
月
に
は
、
衆
議
院
地
方
行
政
委
員
会
に

「赤
字
対
策
懇
談
会
」
が
設
け
ら

れ
、
「地
方
財
政
再
建
整
備
法
要
綱
」
が
作
成
さ
れ
た
が
、
こ
れ
が
、
後
の
地

方
財
政
再
建
促
進
法
の
先
駆
と
な
っ
た
。
つ
づ
い
て
、
第

一
次
地
方
制
度
調
査

会
は
、
二
八
年

一
〇
月

「地
方
制
度
の
改
革
に
関
す
る
答
申
」
の
な
か
で
、　
一

連
の
赤
字
団
体
財
政
再
建
策
を
提
示
し
た
。

本
市
で
は
、
自
主
的
に
財
政
再
建
を
は
か
る
た
め
三
〇
年
に
は
、
歳
出
諸
経

費
の
合
理
的
節
滅
、
税
収
入
確
保
向
上
を
は
か
る
こ
と
に
重
点
を
お
い
た
七
ケ

年
の
赤
字
漸
減
解
消
を
は
か
る

「甲
府
財
政
再
建
計
画
」
を
樹
立
し
、
苦
し
い

財
政
の
中
を
、
初
年
度
の
三
〇
年
度
に
は
財
政
再
建
整
備
費
と
し
て
一
三
〇
〇

万
円
を
計
上
し
た
。
し
か
し
、
赤
字
の
く
い
と
め
は
で
き
な
か
っ
た
。

昭
和
三
〇
年
六
月
、
第
二
二
国
会
に
地
方
財
政
再
建
促
進
特
別
措
置
法
案
が

提
出
さ
れ
た
。
そ
の
内
容
は
、
二
九
年
度
赤
字
地
方
自
治
体
が
財
政
再
建
計
画

を
定
め
、
自
治
庁
長
官
の
承
認
を
得
た
場
合
は
、
財
政
再
建
計
画
の
誠
実
な
実

行
を
条
件
に
、
歳
入
欠
陥
補
填
債
の
発
行
を
認
め
る
。
財
政
再
建
計
画
は
、
歳

入
補
項
債
の
償
還
を
含
め
て
、
お
お
む
ね
八
年
以
内
に
収
支
の
バ
ラ
ン
ス
の
回

復
を
目
標
と
し
、
既
定
経
費
の
節
減
、
収
入
確
保

に
重
点
を
お
き
、
租
税
の

増
嵩
を
は
か
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
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財
政
再
建
債
の
う
ち
公
募
分
に
つ
い
て
目
が
利
子
補
給
を
行
う
ほ
か
、
退
職

手
当
債
、
長
の
権
限
強
化
、
特
定
事
業
の
国
庫
補
助
率
の
引
上
げ
、
自
治
庁
長

官
の
予
算
執
行
の
一
部
停
止
等
の
こ
と
が
、
こ
の
法
案
に
盛
り
こ
ま
れ
た
。
国

会
で
は
、
地
方
財
政
の
赤
字
発
生
の
原
因
が
国
の
責
任
か
地
方
の
責
任
か
、
ま

た
財
政
再
建
法
が
、
自
治
庁
長
官
の
監
督

・
統
制
を
通
じ
て
地
方
自
治
を
抑
圧

し
な
い
か
な
ど
の
論
議
が
行
わ
れ
た
。
こ
の
結
果
、　
一
部
修
正
に
よ
り
国
会
で

議
決
さ
れ
、
三
〇
年

一
二
月
二
九
日
公
布
施
行
さ
れ
る
こ
と
と
な

っ
た
。

昭
和
三

一
年
三
月
、
鷹
野
市
長
は
こ
の
財
政
再
建
法
の
適
用
を
受
け
る
こ
と

を
決
意
し
、
市
議
会
に
提
案
し
た
。
市
議
会
に
お
い
て
は
自
主
財
政
再
建
計
画

に
比
し
て
、
財
政
再
建
法
の
適
用
を
う
け
る
こ
と
は
、
地
方
自
治
権
の
喪
失
に

つ
な
が
る
の
で
は
な
い
か
と
、
こ
の
法
律
適
用
に
つ
い
て
、
提
案
し
た
市
議
会

に
お
い
て
激
し
く
論
議
さ
れ
、
そ
の
議
決
が
危
ぶ
ま
れ
た
。
資
金
繰
り
に
つ
い

て
、
国
の
財
政
金
融
政
策
に
よ
り
特
に
金
融
機
関
の
わ
く
の
引
締
め
が
つ
よ
く

な
り
、
支
払
停
止
に
な
り
か
ね
な
い
状
況
に
お
か
れ
て
い
る
た
め
、
こ
の
方
法

で
し
か
財
政
再
建
の
方
策
は
な
い
と
の
結
論
に
達

し
、
市
議
会
の
議
決
を
得

て
、
き
び
し
い
財
政
再
建
計
画
下
の
市
政
が
三

一
年
度
か
ら
は
じ
ま
っ
た
の
で

あ
る
。

注

『
甲
府
市
史
　
市
制
施
行
以
後
』

一
九
六
四

注
　
記

国
の
財
政
の
動
き
に
つ
い
て
は
、
藤
日
武
夫
著
『
現
代
日
本
地
方
財
政
史
』

中

（
日
本
評
論
社
刊
）
を
参
照
し
、
資
料
は
、
甲
府
市
決
算
書
昭
和
三
二
年

度
よ
り
昭
和
三
〇
年
度
ま
で
及
び
甲
府
市
事
務
報
告
書
昭
和
三
五
年
よ
り
昭

和
三
二
年
ま
で
及
び
、
『
甲
府
市
史
　
市
制
施
行
以
後
』
の
資
料
を
用
い
た
。

（市
史
編
さ
ん
専
門
委
員
）
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